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貸借取引対象銘柄の選定に関する規則 

大阪証券金融株式会社 

 

貸借取引貸出規程第６条に定める貸借取引を行うことができる株券等の銘柄は、株式会社大阪証券取引所（以

下「取引所」という。）に上場されている株券等のうち、取引所が制度信用取引を行うことができることとして

いる銘柄（以下「制度信用銘柄」という。）について、金銭および株券等の貸付を行う銘柄（以下「貸借銘柄」

という。）と金銭の貸付のみを行う銘柄（以下「貸借融資銘柄」という。）に区分し、その選定および選定の取

消しは、本規則により行う。 

 

第１章 貸借銘柄 

（株券にかかる選定基準） 

第１条 取引所が選定した制度信用銘柄である株券（内国法人の発行する株券をいう。以下同じ。）が次の各号

に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除き、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 取引所に上場後６か月間を経過している銘柄であるとき。 

(2) 浮動株式数（役員（役員持株会を含み、取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行

うべき社員を含む。）、監査役または執行役（理事および監事その他これらに準ずる者を含む。）をいう。）、

上場会社が自己株式を所有している場合の当該上場会社および上場株式数の10％以上の株式を所有する株主

（明らかに固定的所有でないと認められる株式を除く。）を除く株主が所有する株式の数をいう。以下同じ。）

が2,200単位（１単位は、単元株式数（会社法第２条第20号に規定する単元株式数をいう。以下同じ。）を定

める場合には当該単元株式数をいい、単元株式数を定めない場合には１株をいう。以下同じ。）以上の銘柄

であるとき。 

(3) 株主数（１単位以上の株式を所有する株主の数をいう。以下同じ。）が800人以上の銘柄であるとき。 

(4) 各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として６か月間の取引所

または国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける売買高等が次のイおよびロに適合する銘柄であるとき。 

イ 月平均売買高（当該銘柄の売買高合計の月割高をいう。以下同じ。）が100単位以上であるとき。 

ロ 値付日数（当該銘柄の売買が成立した日数をいう。以下同じ。）が立会日数の80％以上であるとき。 

(5) その発行者の直前事業年度における当期純利益金額（直前連結会計年度にかかる連結損益計算書に連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」とい

う。）第65条第４項により記載される「当期純利益金額」（当該直前事業年度において当該発行者が連結財

務諸表を作成すべき会社（会社以外の法人を含む。以下同じ。）でない場合は、当該直前事業年度にかかる

損益計算書に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

表等規則」という。）第95条の５第２項により記載される「当期純利益金額」）をいう。ただし、当該直前

連結会計年度において当該発行者がＩＦＲＳ任意適用会社（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会

計基準により財務諸表等または四半期財務諸表等を作成し、内閣総理大臣等に提出する会社をいう。以下同

じ。）である場合または連結財務諸表規則第95条の規定の適用を受ける場合は、当該直前連結会計年度にか

かる連結損益計算書に基づいて算定される当期純利益金額に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合は、当該直前事業年度にかかる損益計算書に基づいて算定される当期純利益金額に相

当する額）をいう。以下同じ。）が正である銘柄であるとき。 

(6) その発行者の直前連結会計年度の末日における利益剰余金（直前連結会計年度にかかる連結貸借対照表に

連結財務諸表規則第43条第１項により記載される「利益剰余金」（当該直前事業年度において当該発行者が

連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度にかかる貸借対照表に財務諸表等規則第60

条により記載される「利益剰余金」）をいう。ただし、当該直前連結会計年度において当該発行者がＩＦＲ

Ｓ任意適用会社である場合または連結財務諸表規則第95条の規定の適用を受ける場合は、当該直前連結会計
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年度にかかる連結貸借対照表に基づいて算定される利益剰余金に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度にかかる貸借対照表に基づいて算定される利益剰余金に相

当する額）をいう。以下同じ。）が負でない銘柄であるとき。 

(7) 第２条の規定による選定の日以後の日に取引所において上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外

の銘柄であるとき。 

(8) 取引所において特設注意市場銘柄、監理銘柄または整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。 

(9) 取引所において再生手続等の場合における上場廃止の猶予期間内にある銘柄、不適当な合併等にかかる上

場廃止の猶予期間内にある銘柄および上場時価総額にかかる上場廃止の猶予期間内にある銘柄以外の銘柄で

あるとき。 

(10) 売買または信用取引について取引所の規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。 

(11) 貸付株券の調達可能株数からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。 

(12) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、取引所に上場と同時に市場第一部銘柄に指定された銘柄（以下「直接市場第一部

上場銘柄」という。）に対する上場後最初の選定審査においては、前項第７号から第12号までの各号に適合す

る場合に、これを貸借銘柄に選定する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に定める株券に対する最初の選定審査においては、当該各号に定める

基準に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 貸借銘柄の発行者である上場会社が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新設会

社、存続会社もしくは当該存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場

合に限る。）の株券、または貸借銘柄の発行者である上場会社が株式交換、株式移転その他の方法により他

の会社の完全子会社となる（これに準ずると認められる場合を含む。）場合において上場される当該他の会

社もしくは当該他の会社の親会社（当該会社が発行者である株券を当該株式交換、株式移転その他の方法に

際して交付する場合に限る。）の株券 

イ 第１項第２号、第９号、第11号および第12号の各号に適合する銘柄であるとき。 

ロ 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに第３条第２号の規定に該当しない見込みのある

銘柄であるとき。 

(2) 貸借銘柄の発行者である上場会社が当該銘柄にかかる株券の全部を取得した場合において、上場される当

該銘柄の株券と引換えに交付された株券 

第１項第２号および第７号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。 

(3) 貸借銘柄の発行者でない上場会社が、貸借銘柄の発行者である上場会社を吸収合併する場合または貸借銘

柄の発行者である上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合における当該貸借銘柄の発行者でない上

場会社の株券 

イ 第１項第２号および第７号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。 

ロ 株主数が、合併または株式交換の後最初に終了する事業年度の末日までに第３条第２号の規定に該当し

ない見込みのある銘柄であるとき。 

４ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されていたもしくは上場されている株券（以

下「他市場上場銘柄」という。）に対する上場後最初の選定審査（第２項の規定の適用を受ける場合を除く。）

においては、次の各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から取引所における上場の日までの期間が６か月を超えてい

る銘柄であるとき。 

(2) 第１項第２号、第３号および第７号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。 

(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として６か月間の国内の金融商品取引所に

おける売買高等が次のイおよびロに適合する銘柄であるとき。 

イ 月平均売買高が100単位以上であるとき。 

ロ 値付日数が立会日数の80％以上であるとき。 
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５ 第１項の規定にかかわらず、株券（直接市場第一部上場銘柄および他市場上場銘柄を除く。）に対する上場

後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 株主数が1,600人以上の銘柄であるとき。 

(2) 第１項第５号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。 

（ＥＴＦにかかる選定基準） 

第１条の２ 取引所が選定した制度信用銘柄であるＥＴＦ（次の各号に掲げるものをいう。以下同じ。）が貸付

ＥＴＦの調達可能口数または売買状況等からみて、貸借銘柄として適当でないと認められるＥＴＦ以外のＥＴ

Ｆである場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除き、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 内国ＥＴＦ（金融商品取引法（以下「法」という。）第２条第１項第10号に規定する投資信託の受益証券

であって、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を指標（金融商品市場における相場その他の取引

所が指定する指標をいう。以下同じ。）の変動率に一致させるよう運用する投資信託にかかるものをいう。） 

(2) 外国ＥＴＦ（法第２条第１項第10号に規定する外国投資信託の受益証券であって、投資信託財産の一口当

たりの純資産額の変動率を指標の変動率に一致させるよう運用する外国投資信託にかかるもの、または法第

２条第１項第11号に規定する外国投資証券であって、資産の一口当たりの純資産額の変動率を指標の変動率

に一致させるよう運用する外国投資法人の発行するものをいう。以下同じ。） 

(3) 外国ＥＴＦ信託受益証券（金融商品取引法施行令（以下「施行令」という。）第２条の３第３号に規定す

る有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券（施行令第２条の３第３号に規定する受託有価証券をいう。

以下同じ。）が外国ＥＴＦであるものをいう。） 

(4) 内国商品現物型ＥＴＦ（法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券であって、特定の

商品（商品先物取引法第２条第１項に規定する商品をいう。以下同じ。）の価格に連動することを目的とし

て、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの（当該受益証券にかかる受益権の口数に応じて受益

者が均等の権利を有するものに限る。）をいう。） 

(5) 外国商品現物型ＥＴＦ（法第２条第１項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発

行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として

当該特定の商品をその信託財産とするもの（当該受益証券にかかる受益権の口数に応じて受益者が均等の権

利を有するものに限る。）をいう。以下同じ。） 

(6) 外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券（施行令第２条の３第３号に規定する有価証券信託受益証券のうち、

受託有価証券が外国商品現物型ＥＴＦであるものをいう。） 

（投資証券にかかる選定基準） 

第１条の３ 取引所が選定した制度信用銘柄である投資証券（次条に規定する不動産投資信託証券を除く。以下

第３条の３において同じ。）が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除き、これ

を貸借銘柄に選定する。 

(1) 第１条第１項第１号、第７号、第８号および第10号から第12号まで（第11号中「貸付株券の調達可能株数」

とあるのは「貸付投資証券の調達可能口数」と読み替える。以下この条において同じ。）の各号に適合する

銘柄であるとき。 

(2) 上場投資口口数が１万単位（１単位は、取引所が定める売買単位の数をいう。以下この条、次条、第３条

の３および第３条の４において同じ。）以上の銘柄であるとき。 

(3) 投資主の数（１単位以上の投資口を所有する投資主の数をいう。以下同じ。）が800人以上の銘柄であると

き。 

(4) 各銘柄の発行者の営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として６か月間の取引所

における売買高等が第１条第１項第４号イおよびロに適合する銘柄であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める投資証券に対する最初の選定審査においては、当該各号に定め

る基準に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 貸借銘柄の発行者である上場投資法人が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新

設投資法人もしくは存続投資法人の投資証券 
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第１条第１項第11号、第12号および前項第２号の各号に適合する銘柄であるとき。 

(2) 貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合にお

ける当該貸借銘柄の発行者でない上場投資法人の発行する投資証券 

第１条第１項第７号、第８号および第10号から第12号までならびに前項第２号の各号に適合する銘柄であ

るとき。 

（不動産投資信託証券にかかる選定基準） 

第１条の４ 取引所が選定した制度信用銘柄である不動産投資信託証券（法第２条第１項第10号に規定する投資

信託の受益証券または同項第11号に規定する投資証券であって、投資者の資金を主として不動産関連資産に対

する投資として運用することを目的とするものをいう。以下同じ。）が次の各号に適合する場合は、既に貸借

銘柄に選定されているものを除き、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 第１条第１項第１号、第７号、第８号および第10号から第12号まで（第11号中「貸付株券の調達可能株数」

とあるのは「貸付受益証券または貸付投資証券の調達可能口数」と読み替える。）の各号に適合する銘柄で

あるとき。 

(2) 上場受益権口数または上場投資口口数が１万単位以上の銘柄であるとき。 

(3) 受益者または投資主の数（１単位以上の受益権または投資口を所有する受益者または投資主の数をいう。）

が800人以上の銘柄であるとき。 

(4) 各銘柄の発行者の計算期間または営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として６

か月間の取引所における売買高等が第１条第１項第４号イおよびロに適合する銘柄であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める不動産投資信託証券に対する最初の選定審査においては、当該

各号に定める基準に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定する。 

(1) 貸借銘柄の発行者である上場投資法人が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新

設投資法人もしくは存続投資法人の投資証券 

第１条第１項第11号（同号中「貸付株券の調達可能株数」とあるのは「貸付投資証券の調達可能口

数」と読み替える。以下次号において同じ。）、第12号および前項第２号の各号に適合する銘柄である

とき。 

(2) 貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合にお

ける当該貸借銘柄の発行者でない上場投資法人の投資証券 

第１条第１項第７号、第８号および第10号から第12号までならびに前項第２号の各号に適合する銘

柄であるとき。 

（ＥＴＮ信託受益証券にかかる選定基準） 

第１条の５ 取引所が選定した制度信用銘柄であるＥＴＮ信託受益証券（施行令第２条の３第３号に規定する有

価証券信託受益証券のうち、受託有価証券がＥＴＮ（外国で発行された法第２条第１項第17号に掲げる有価証

券のうち、同項第５号に規定する社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標

に連動することを目的とするものをいう。）であるものをいう。以下同じ。）が貸付ＥＴＮ信託受益証券の調

達可能口数または売買状況等からみて、貸借銘柄として適当でないと認められるＥＴＮ信託受益証券以外のＥ

ＴＮ信託受益証券である場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除き、これを貸借銘柄に選定する。 

（選定の時期） 

第２条 第１条、第１条の３および第１条の４の規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄の発行者の事

業年度の末日（投資証券および不動産投資信託証券にあっては、計算期間または営業期間の末日をいう。以下

同じ。）を含む月の翌月から起算して６か月目の月の初日（初日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。

以下同じ。）に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日に行う。 

(1) 第１条第２項および第５項の規定による貸借銘柄の選定 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された日から起算して11日目（休業日を除外する。以下日

数計算において同じ。）の日 
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(2) 第１条第３項第１号もしくは第２号、第１条の３第２項第１号または第１条の４第２項第１号の規定によ

る貸借銘柄の選定 

当該銘柄が上場された日 

(3) 第１条第３項第３号、第１条の３第２項第２号または第１条の４第２項第２号の規定による貸借銘柄の選

定 

合併により発行される株券もしくは投資証券または株式交換により発行される株券が上場された日 

(4) 第１条第４項の規定による貸借銘柄の選定（他市場制度信用銘柄（他市場上場銘柄のうち、国内の他の金

融商品取引所において制度信用取引を行うことができる銘柄をいう。以下同じ。）の選定を除く。） 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された（国内の他の金融商品取引所と同時に上場された銘

柄については、主たる金融商品取引所で最初の約定値段が決定された場合を含む。）日の翌日（休業日

に当たるときは、順次繰り下げる。） 

(5) 第１条第４項の規定による貸借銘柄の選定（他市場制度信用銘柄の選定に限る。） 

当該銘柄が上場された日 

３ 第１条の２および第１条の５の規定による貸借銘柄の選定は、当社がその都度取引所と協議して定める日に

行う。 

４ 第１項に規定する貸借銘柄の選定ならびに第２項第１号、第４号および第５号に規定する貸借銘柄の選定は、

これらの規定に定める日のほか、その翌日からその６か月目の月の応当日（応当日がないときはその月の末日

とし、応当日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）までの間にそれぞれ行うことができる。 

（株券の選定取消基準） 

第３条 貸借銘柄である株券が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消す。 

(1) 浮動株式数が1,100単位に満たない銘柄であるとき。 

(2) 株主数が400人に満たない銘柄であるとき。 

(3) 各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼった６か月間の取引所における月

平均売買高（国内の他の金融商品取引所（株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に限る。

以下本号および第４条第１項第２号において同じ。）に上場されている株券については、取引所および国内

の他の金融商品取引所における月平均売買高）が20単位に満たない銘柄であるとき。 

(4) 各銘柄の発行者の事業年度の末日の１単位当たりの投資金額（当該事業年度の末日の取引所の売買立会に

おける当該銘柄の最終値段（気配表示が行われているときは、当該最終気配値段を含む。以下同じ。）をも

とに算出した１単位当たりの価額と、当該事業年度の末日からさかのぼった１年間における取引所の売買立

会における当該銘柄の日々の最終値段をもとに算出した１単位当たりの価額の平均額のいずれか低い額をい

う。）が2,000円に満たない銘柄であるとき。 

(5) 各銘柄の発行者の事業年度の末日において、当社が貸借取引の申込停止措置を２年以上継続して実施して

いる銘柄であるとき。 

(6) 取引所において上場廃止が決定された銘柄であるとき。 

(7) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。 

（ＥＴＦの選定取消基準） 

第３条の２ 貸借銘柄であるＥＴＦが前条第５号から第７号までのいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定

を取り消す。 

（投資証券の選定取消基準） 

第３条の３ 貸借銘柄である投資証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消す。 

(1) 上場投資口口数が１万単位に満たない銘柄であるとき。 

(2) 第３条第５号から第７号までのいずれかに該当する銘柄であるとき。 

（不動産投資信託証券の選定取消基準） 

第３条の４ 貸借銘柄である不動産投資信託証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取

り消す。 
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(1) 上場受益権口数または上場投資口口数が１万単位に満たない銘柄であるとき。 

(2) 第３条第５号から第７号までのいずれかに該当する銘柄であるとき。 

（ＥＴＮ信託受益証券の選定取消基準） 

第３条の５ 貸借銘柄であるＥＴＮ信託受益証券が第３条第５号から第７号までのいずれかに該当する場合は、

貸借銘柄の選定を取り消す。 

（選定取消基準の特例） 

第４条 第３条から前条までの規定にかかわらず、貸借銘柄である株券、ＥＴＦ、投資証券、不動産投資信託証

券またはＥＴＮ信託受益証券が次の各号に掲げる規定のいずれかに該当するときは、当該各号に定める場合（以

下各号に定める期間を「猶予期間」という。）を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。 

(1) 第３条第１号および第２号 

原則として該当した事業年度の末日の翌日から起算して１か年目の日（事業年度の末日の変更により当該１

か年目の日が当該株券の発行者の事業年度の末日に当たらないときは、当該１か年目の日後最初に到来する

事業年度の末日) までの期間を通じて、これらの規定に該当したと認められるとき。 

(2) 第３条第３号 

原則として該当した事業年度の末日を含む月の翌月から起算して４か月目の月の初日から１年間において、

当該銘柄の取引所における月間売買高（国内の他の金融商品取引所に上場されている株券については、取引所

および国内の他の金融商品取引所における月間売買高）が20単位以上となる月が合計して４月以上とならなか

ったとき。 

(3) 第３条第４号 

原則として該当した事業年度の末日を含む月の翌月から起算して４か月目の月の初日から１年間において、

当該銘柄の取引所の売買立会における最終値段をもとに算出した１単位当たりの価額が20日間連続して2,000

円以上とならなかったとき。 

(4) 第３条第５号（前４条の規定によるものを含む。） 

原則として該当した事業年度の末日の翌日から起算して１か年目の日（事業年度の末日の変更により当該１

か年目の日が当該株券の発行者の事業年度の末日に当たらないときは、当該１か年目の日後最初に到来する事

業年度の末日)までの期間を通じて、当社が貸借取引の申込停止措置を実施している銘柄であるとき。 

２ 第３条第５号の規定に該当する貸借銘柄である株券、ＥＴＦ、投資証券、不動産投資信託証券またはＥＴＮ

信託受益証券が前項第４号に定める場合に該当する場合において、同号に規定する猶予期間経過後４か月目の

月の末日以前に当社が貸借取引の申込停止措置を解除したときは、前項の規定の適用に当たっては、猶予期間

の最終日に申込停止措置が解除されたものとして取り扱うものとする。 

（選定取消しの時期） 

第５条 前条第１項に規定する猶予期間を通じて第３条第１号から第５号までのいずれかに該当したと認められ

る場合の貸借銘柄の選定の取消し（第３条の２から第３条の５までの規定によるものを含む。）は、当該猶予

期間の最終日の属する月の翌月から起算して５か月目の月の初日に行う。ただし、当該５か月目の月の初日に

選定取消しを行うことが適当でないと認めた銘柄については、その都度取引所と協議のうえ定める日とする。 

２ 第３条第６号に該当した場合の貸借銘柄選定の取消し（第３条の２から第３条の５までの規定によるものを

含む。）は、当該銘柄の上場廃止が決定された日の翌日に行う。 

３ 第３条第７号、第３条の３第１号または第３条の４第１号に該当した場合の貸借銘柄選定の取消し（第３条

の２から第３条の５までの規定によるものを含む。）は、当社がその都度取引所と協議して定める日に行う。 

（選定または選定取消しの資料） 

第６条 第１条から第１条の５までの規定による貸借銘柄の選定および第３条から第３条の５までの規定による

貸借銘柄の選定の取消しは、選定時または選定取消時における現況による。ただし、株主数、当期純利益金額

および利益剰余金については、選定または選定取消しの対象となる銘柄の発行者の有価証券報告書等のほか株

式の分布状況表等の資料によるものとし、第１条第３項第１号ロについては、上場申請者より取引所に提出さ

れる「上場申請日以後における株式分布状況に関する予定書」等によるものとする。 
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２ 第１条から第１条の５までの規定による貸借銘柄の選定および第３条から第３条の５までの規定による貸借

銘柄の選定の取消しの審査においては、取引所がその定めに従って算定した数値その他の情報を使用すること

ができる。 

 

第２章 貸借融資銘柄 

（貸借融資銘柄の取扱い） 

第７条 取引所の制度信用銘柄のうち、第１条から第１条の５までのいずれかの規定により貸借銘柄に選定され

た銘柄（既に貸借銘柄に選定されているものを含む。）以外の銘柄を貸借融資銘柄とする。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成22年10月12日から実施する。 

２ この改正規定実施の日（以下「実施日」という。）の前日において、取引所のＪＡＳＤＡＱ市場およびＮＥＯ

市場に上場されている株券等のうち、取引所から貸借銘柄に選定されている銘柄については、第１条から第２

条までの規定にかかわらず、実施日に貸借銘柄に選定する。 

３ 改正後の第１条、第１条の３、第１条の４および第２条の規定は、平成22年５月１日（実施日の前日におい

て、取引所のＪＡＳＤＡＱ市場およびＮＥＯ市場に上場されている株券等については平成22年８月１日）以降

に第２条第１項に規定する選定の日が到来する銘柄および実施日以降に同条第２項に規定する選定の日が到来

する銘柄から適用する。 

４ 第１条第１項第４号、第４項および第３条の改正規定は、取引所の市場第一部・第二部に上場する株券につ

いては、各銘柄の発行者の平成24年１月１日以後に開始する事業年度にかかる貸借銘柄の選定または選定取消

しの審査から適用するものとし、それまでの間は、なお従前の例による。 

５ 第３条第５号の規定は、実施日前に当社が貸借取引の申込停止措置を行い、実施日において解除していない

銘柄については、当該措置が実施日から行われたものとみなして適用する。 

 

付  則 

この改正規定は、平成23年12月22日から実施する。 


